
令和4年5月分該当無し 

（別紙様式１）

　  　　 　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

公 共 工 事 の 名 称 、 場 所 、 期 間 及 び 種 別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法人番号
一般競争入札・指名競
争入札の別(総合評価の
実施)

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率 備　　考

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年4月1日～令和5年3月31日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年4月20日～令和5年3月24日 横浜港湾空港技術調査事務所

測量・調査 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年6月22日～令和5年2月28日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４ 東京都世田谷区駒沢３-１５-１

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年6月29日～令和5年3月24日 横浜港湾空港技術調査事務所

測量・調査 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

令和4年度　東京湾浅場等環境実験施設環境調査

4240001010433

復建調査設計株式会社　東京支社

令和4年度潮位観測データ解析・信
頼性確認検証業務いであ・海洋調
査協会設計共同体

9,020,000R4.4.1
横浜市中区日本大通１７番地

一般競争入札
（総合評価）

R4.6.22

令和４年度　東京湾環境情報センター環境調査デー
タ解析等業務

令和4年度　潮位観測データ解析・信頼性確認検証
業務

9010001008669

7010901005494

4240001010433 83.0%R4.4.20

R4.6.29
東京都千代田区岩本町三丁目８－
１５

一般競争入札
（総合評価）

7,876,000

一般競争入札
（総合評価）

9,515,000

20,922,000

80.2%

79.6%

国際航業株式会社　神奈川支店

6,270,000

94.8%

17,380,000
東京都千代田区岩本町三丁目８－
１５

復建調査設計株式会社　東京支社 一般競争入札
（総合評価）

7,513,000 6,028,000

令和4年度　生物共生型護岸における炭素吸収・固
定能力等基礎調査



（別紙様式２）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
随意契約によることとした会計
法令の根拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率
再就職
の役員
数

備　　考

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年4月5日～令和5年3月27日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年5月10日～令和5年2月28日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年6月28日～令和5年3月28日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４ 東京都港区西新橋１－１４－２

令和4年度港湾空港防災情報プ
ラットフォームシステム改良検討業
務沿岸技術研究センター・パシ
フィックコンサルタンツ設計共同体

5012405001732

2010005018571 16,687,000 99.5%

99.6%
理由は別紙２－１のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

33,770,000

16,610,000

東京都港区西新橋１－１４－２
2010005018571 99.3%26,246,000 26,070,000

一般財団法人沿岸技術研究セン
ター

令和4年度　港湾・空港施設の設計等に関する技術
支援業務 会計法第29条の３第４項

理由は別紙２－２のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

R4.5.10

令和4年度　港湾空港防災情報プラットフォームシス
テム改良検討業務

R4.6.28
理由は別紙２－３のとおり

（簡易公募型プロポーザル）

会計法第29条の３第４項

33,891,000
神奈川県横須賀市長瀬３－１－１

令和4年度　新技術を用いた海岸保全施設の性能評
価に関する研究委託

R4.4.5

国立研究開発法人海上・港湾・航
空技術研究所 会計法第29条の３第４項



（別紙様式３）

　  　　 　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法人番号
一般競争入札・指
名競争入札の別
(総合評価の実施)

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率 備　　考

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

2,163,865 1,299,991

4013101001861

1020002062928

6020001101616

6011001035920

一般競争入札 14,080,000
令和4年度　海象観測装置定期点検・保守業
務

株式会社ソニック

R4.4.1
株式会社Ｍ＆Ｓ

令和4年度　横浜技調データ処理室冷暖房装
置取替修理

R4.6.29
ケイズエーアイエム株式会社

一般競争入札

R4.5.30

令和4年度　横浜技調庁舎警備 一般競争入札
東京都渋谷区神宮前１－５－１

R4.4.1
セコム株式会社

神奈川県横浜市都筑区内久保西１
－２４－４１

16,291,000
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東
松原１０－２２

令和4年度　横浜技調庁舎清掃 一般競争入札
神奈川県川崎市高津区久末６７６
番地１

2,860,0008,877,000

86.4%

32.2%

3,804,900 844,800

60.1%

22.2%



令和4年5月分該当無し 

（別紙様式４）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
随意契約によることとした会計
法令の根拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率
再就職
の役員
数

備
考

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所

神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所

神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所

神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所

神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

予決令第99条第１項第16
号

理由は別紙４－１のとおり

予決令第99条第１項第16
号

理由は別紙４－２のとおり

予決令第99条第１項第16
号

理由は別紙４－３のとおり

R4.4.1
千葉県千葉市中央区市場町１－１

千葉県知事
4000020120006 1,500,753

理由は別紙４－４のとおり
1,314,544

1,500,753 100.0%

100.0%

100.0%

1,314,544
会計法第29条の３第４項

100.0%

千葉県千葉市中央区市場町１－１

千葉県知事

2,275,584

1,879,8204000020120006

3000020141003
横浜市長

2010401053420

1,879,820

北海道室蘭市仲町１４番地７

2,275,584

R4.4.1

R4.4.1
神奈川県横浜市中区本町６丁目５
０番地の１０

令和4年度　横浜港湾空港技術調査事務所ＰＣ
Ｂ廃棄物処理業務

R4.6.3

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道ＰＣＢ処理事業所

千葉県所有普通財産（土地）借上

横浜市所有ふ頭用地使用料

港湾施設の目的外使用料



別紙２－１   

横浜技調 

随 意 契 約 理 由 書 

 

件名 令和４年度 新技術を用いた海岸保全施設の性能評価に関する研究委託 

 

  本業務は、下記の理由により、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所と随意契約

する。 

 

記 

 

本業務は、海岸保全施設の性能評価に関し、新技術を適用した際の対策効果の確認および設計精度の向上等、

海岸保全施設の設計に関する課題の解決を目指すものである。 

 具体的には、新技術である「高剛性壁体工法」を対象に、三次元水中振動台を用いた振動実験を実施し、同工

法の対策効果の確認および地震応答解析手法に関するモデル化の妥当性検証等を行うものである。 

本業務実施に際しては、海岸保全施設の整備に関する総合的かつ最新の知見を有し、さらに理学的・工学的な

研究遂行能力及び研究実績を有している必要があり、以下に示す高い技術力を有している必要がある。 

 

【必要となる技術力】 

① 三次元水中振動台を利用した、沿岸部に整備をする構造物の地震時挙動の検証に関する研究の実績を有して

いること。 

 

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所（以下、「研究所」という。）は、港湾、

空港及び海岸の整備等に関する調査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的かつ円滑な港湾、空港及

び海岸の整備等に資するとともに、これらに関する技術の向上を図る事を目的として平成 13 年に設立された機

関である。研究所は本業務に関連する三次元水中振動台を利用した、沿岸部に整備をする構造物の地震時挙動の

検証に関する研究の知見・技術力を有しており、研究を実施可能な研究機関は研究所において他にはない。 

このため、上記要件を満たすと認められるものがいない場合に特定公益法人等と随意契約手続きに移行するこ

とを明示して「参加意思確認書の提出を求める公示」を行ったところ、参加意思確認書を提出する者がいなかっ

たことから、当該委託契約を遂行することができる唯一の機関として選定した国立研究開発法人海上・港湾・航

空技術研究所 港湾空港技術研究所と会計法第２９条の３第４項の規定に基づき、随意契約を行うものである。 



 

 

                             別紙２－２ 

令和４年度 

     

横 浜 港 湾 空 港 技 術 調 査 事 務 所 

   

随意契約理由書 

     

 

   

件名）令和４年度 港湾・空港施設の設計等に関する技術支援業務 

     

 

   

 本件は、下記理由により 一般財団法人沿岸技術研究センターと随意契約致

したい。 

   

記 

  

本業務は、管内の港湾・空港施設の設計等に関する様々な技術的課題に対

し、各課題に精通した有識者によるヒアリング等を実施し、対応方法の提案

等の技術的支援を行うものである。 

 

 本業務の実施にあたっては、当局が提示する設計等に関する検討案件につ

いて、検討会の開催やヒアリングを通じ、得られた有識者の意見を踏まえな

がら、課題の抽出整理や技術的検証・検討を速やかに行うための技術力を有

し、港湾・空港施設の調査・設計・施工に精通している事が必要である。 

 

 このため、簡易公募型に準じたプロポーザル方式により、技術提案を求

め、優れた技術提案を行った一般財団法人沿岸技術研究センターを特定し

た。 

 

したがって、一般財団法人沿岸技術研究センターが本業務を最も円滑かつ

適切に実施できるものと判断できる。 

 

以上の理由から会計法第２９条の３第４項に基づき、一般財団法人沿岸技

術研究センターと随意契約するものである。    

 



                          

 

                             別紙２－３  

令和４年度 

     

横 浜 港 湾 空 港 技 術 調 査 事 務 所  

   

随意契約理由書 

       

件名）令和 4 年度 港湾空港防災情報プラットフォームシステム

改良検討業務 

     

 本件は、下記理由により令和４年度港湾空港防災情報プラットフォームシ

ステム改良検討業務沿岸技術研究センター・パシフィックコンサルタンツ設

計共同体と随意契約致したい。 

   

記 

   

   本業務は、関東地方整備局港湾空港部各事務所等に設置されている既存

観測機器等を活用した情報サイト（以下、「防災情報プラットフォー

ム」）のシステム改良の検討を行うものである。 

  本業務の実施にあたっては、当局が、過年度に構築した防災情報プラッ

トフォームとサイバーポートとの連携に向けて、負荷テスト及び機能改良

等を行うものであり、具体的には、サイバーポートとの連携に向けて確実

に運用を行うために必要となる負荷テスト、施設情報の追加、スマートフ

ォンアプリの改良、岸壁利用可否判断システムの表示等の検討を実施す

る。これらの機能検討にあたっては、既存の情報サービスや有用な情報処

理技術を活用し、迅速かつ効果的な情報収集・表示が可能な方法でシステ

ム設計・構築を行う必要がある。 

よって、上記改良のうち、特に負荷テストを行い動作環境の確認を行う

ことは災害発生時の確実な運用を行うために重要な事項であることから防

災情報プラットフォームサイトの負荷テストにおける安定動作を確認する

ための留意点について、簡易公募型に準じたプロポーザル方式（総合評価

型）により技術提案を求め、優れた技術提案を行った令和４年度港湾空港

防災情報プラットフォームシステム改良検討業務沿岸技術研究センター・

パシフィックコンサルタンツ設計共同体を特定した。 

 

  したがって、令和４年度港湾空港防災情報プラットフォームシステム改

良検討業務沿岸技術研究センター・パシフィックコンサルタンツ設計共同

体が本業務を円滑かつ適切に実施できるものと判断できる。 

  以上の理由から会計法第２９条の３第４項に基づき、令和４年度港湾空

港防災情報プラットフォームシステム改良検討業務沿岸技術研究センター

・パシフィックコンサルタンツ設計共同体と随意契約するものである。    



令和４年度 

横浜港湾空港技術調査事務所 

随 意 契 約 理 由 書 

件名：千葉県所有普通財産（土地）借上 

本件は、下記の理由により、千葉県知事と随意契約したい。 

記 

本件は、関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所事業のための千葉市中央区川崎町の

土地の借上を行うものである。 

  千葉市中央区川崎町の土地は関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所事業で実施する

海洋短波レーダー局を設置するための土地として当事務所の事業実施に必要不可欠な土地で

ある。 

よって、都道府県から直接に物件を借り入れるため、会計法第 29条の 3第５項（予決令

第９９条第１項第１６号）の規定に基づき、当該物件の港湾施設の管理委託者である千葉県

知事と随意契約するものである。 

以上 

別紙４－１



令和４年度 

横浜港湾空港技術調査事務所 

随 意 契 約 理 由 書 

件名：港湾施設の目的外使用料 

本件は、下記の理由により、千葉県知事と随意契約したい。 

記 

本件は、関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所事業のための船橋市潮見町地先の土

地の借上を行うものである。 

  船橋市潮見町地先の土地は関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所事業で実施する海

洋短波レーダー局を設置するための土地として当事務所の事業実施に必要不可欠な土地であ

る。 

よって、都道府県から直接に物件を借り入れるため、会計法第 29条の 3第５項（予決令

第９９条第１項第１６号）の規定に基づき、当該物件の港湾施設の管理委託者である千葉県

知事と随意契約するものである。 

以上 

別紙4－２



令和４年度 

横浜港湾空港技術調査事務所 

随 意 契 約 理 由 書 

件名：横浜市所有ふ頭用地使用料 

本件は、下記の理由により、横浜市長と随意契約したい。 

記 

本件は、関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所事業のための大黒ふ頭のふ頭用地の

借上を行うものである。 

  大黒ふ頭ふ頭用地は関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所事業で実施する海洋短波

レーダー局を設置するための土地として当事務所の事業実施に必要不可欠な土地である。

よって、市町村から直接に物件を借り入れるため、会計法第 29条の 3第５項（予決令第

９９条第１項第１６号）の規定に基づき、当該物件の港湾施設の管理委託者である横浜市長

と随意契約するものである。 

以上 

別紙４－３



                                     別紙４－４ 

令和４年度 

 

 

横浜港湾空港技術調査事務所 

 

 

 

随 意 契 約 理 由 書 

 

 

 

   （件名）令和４年度 横浜港湾空港技術調査事務所ＰＣＢ廃棄物処理業務 

 

 本業務は、下記の理由により中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道ＰＣＢ処理事業所と随意

契約致したい。 

 

 

記 

 

 

 本業務は、横浜港湾空港技術調査事務所 実験工場に保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物

（安定器等）の処理を行うものである。 

 本業務は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成１３年法

律第６５号）」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃掃法」

という。）」に基づき、処理が義務づけられているポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」と

いう。）の処理を委託するものである。 

 廃掃法第１４条の４第６項の特別管理廃棄物処理業の許可を受けたものが特別管理廃棄物の処

分を事業として行えるとしており、本業務委託で処理するＰＣＢ廃棄物は、高濃度ＰＣＢ廃棄物であ

り、これを処理できる事業者は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「ＪＥＳＣＯ」という。）の一

社のみである。 

 環境省の定める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」では、ＪＥＳＣＯにおける処理対象及

び事業対象地域が示されており、神奈川県で保管している高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器等）を処理

できる施設は、ＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理事業所のみである。 

 よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道ＰＣＢ処

理事業所と随意契約するものである。 


